
JGAPの取組について

令和4年10月28日
株式会社 木村 牧場

代表取締役 木村 洋文



当社の概要

 本社所在地 青森県つがる市木造丸山竹鼻118-5

 会社成立年月日 昭和57年3月6日
 従業員数 36名(外国人労働者は無)

 飼養頭数 繁殖母豚 1,250頭 年間生体出荷頭数 34,000頭(R3年度実績)

 飼料用米取扱い量 12,000t/年間(R4年度計画予定)

 再生エネルギー(太陽光発電)の設置
 堆肥の製造販売
 精肉の加工・販売



当社の位置図

 青森県  つがる市・鶴田町

 豚(生体)生産農場 ・鶴田自家配工場
 柏事務所(総務) (グリーンハウス)



各事業所
 本社生産農場  鶴田自家配工場(グリーンハウス）



経営理念と農場運営方針

 当社の経営理念
 JGAPは農場の経営理念や運営方
法を達成する上で重要だった。

養豚生産

消費者飼料



JGAPの取組動機

 知的財産(飼料用米を利用したつがる豚)の保護及び活用。
ブランド化による海外輸出、オリンピック

 社員のスキルアップ。
企業の成長

 地域の活性化。
地元に還元

JGAPの取り組みは、理想
の農場を目指す上で必要な

取り組みだった。



JGAP基本7原則

 食品安全
 労働安全
 家畜衛生(農場ハセップ)

 アニマルウエルフェア
 人権の尊重
 環境保全
 農場管理



7原則中特に留意している点①

食品安全
 (7.3)飼料用米及び配合飼料のカビ
毒のモニタリング

労働安全
 (9.2)労働災害事故防止の為の周知



7原則中特に留意している点②

家畜衛生
 (L3.3)動物用医薬品の使用低減の

為の把握

アニマルウエルフェア
 (L1.5)CO2使用による安楽死の実施



7原則中特に留意している点③

人権の尊重
 (3.4)労働条件の遵守
・シフト制に於ける完全週休二日制導入

・有休取得率90％以上

・深夜労働・時間外労働・休日労働の

割増賃金は法令を遵守

・差別の無い定期昇給

・社会労務士との連携

環境保全
 再生エネルギーの設置

 農場環境の美化促進



7原則中特に留意している項目④

農場管理
各データー管理

その他
(11.1)燃料・オイル類の管理



その他注力している管理点
(2.8)知的財産(つがる豚) の保護

 国内・海外(11ヶ国の商標登録)

日本 中国

その他海外
 EU

 イギリス
 台湾
 香港
 米国
 タイ
 シンガポール
 ベトナム
 マレーシア



その他最も注力している点
農場の見える化

 許可関係

 休日表及び有休取得表

 生産実績



取り組んだ結果

社員

知恵

行動組織

利益



今後はJGAPとSDGｓとの取組の強化
現在取組目標(7) 近い将来の取組目標(13)

JGAP＋



ご清聴ありがとうございました。
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